
報道資料③ 

令和７年（２０２５年）５月２０日 

職員の処分について 

 

１ 被 処 分 者  男性職員（５０代） 

 

２ 処 分 内 容  減給１０分の１ ６月 

 

３ 処 分 事 由 地方公務員法第２９条第１項第１号（法令違反）及び第３号（一

般非行） 

 

４ 処分発令日  令和７年（２０２５年）３月２５日 

 

５ 事実の概要  被処分者は、令和６年度に、女性職員に対し複数回にわたり「好

きだよ」などといった不適切なＬＩＮＥを送る、肩に手を回すと

いったセクシュアル・ハラスメントを行ったもの。 

 

６ その他    公表による女性職員への心理的影響などに配慮が必要と判断し、

定期人事異動後、相当な期間をおいて公表を行ったもの。また、

女性職員のプライバシー保護のため、被処分者の所属及び職名に

ついては、公表しない。 

 

【参考①】熊本市懲戒処分の指針 

１ 一般服務関係 

（１８）セクシュアル･ハラスメント（他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職

員を不快にさせる職場外における性的な言動） 

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容

の手紙･電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動（以下「わいせつな言

辞等の性的な言動」という。）を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合におい

てわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレ

スの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。 

（注）処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断

するものとする。 

【参考②】懲戒処分等の公表基準 

   ４ 公表の例外 

      被害者のプライバシー保護に配慮が必要な場合であって、被害者から事実の概要について

非公表の希望がなされた場合にあっては、公表する内容の一部を控えることとする。 

【参考③】令和６年度の処分状況（本件を含む） 

  １９件 ２１人 

 
【お問い合わせ先】 

人事課：課長  木村 直人（きむら なおと） 

      副課長 深水 俊哉（ふかみ しゅんや） 

電 話：０９６－３２８－２１４９ 


